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【暴風警報発令の場合】

〇　午前１１時までに警報が解除されたとき

⇒解除から２時間後から開所（８時以降の開所）

　　ただし、午後から授業がある学年は、学童に来ないで自宅から登校させて下さい。

（学童に迎えに来て学校に送っていくことが出来る家庭は、学童に登所させて良い。）

〇　午前１１時になっても解除されないとき

⇒閉所

〇　登校中に発令されたとき

⇒分団で帰る又は、学校に待機

　　※各家庭、分団で帰らせるか、警報発令後、速やかに学校へ迎えに行く。

〇　学童開所中に発令されたとき

⇒学童室内で待機

　　※各父母は、警報発令後速やかに迎えに来る。

　　※警報発令の連絡は、学童からも行います。

【地震警戒宣言発令の場合】

〇　登校中に発令されたとき

⇒学校で待機

〇　学童開所中に発令されたとき

⇒長良中学校

〇　避難勧告が発令されたとき

⇒長良中学校

〇　津波警報が発令されたとき

⇒長良中学校

2024.3現在


